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　宅建士試験では，広範囲にわたる知識が問われます。合格に必要

な知識をできるだけ手早く，一度に通して確認したい，そんな思い

は受験生の皆さんに共通するのではないでしょうか。

　本試験は４肢択一式ですが，４つの選択肢を同時に読むことはで

きません。そこで本書は，TAC宅建士講座による過去問分析に基づ

いて，頻出論点・重要知識を含んだ600肢あまりを抽出し，一問一

答の形式で体系的に整理して並べました。これらを通して読むことで，

短期間で合格に必要な知識をチェックすることができます。

　そして，本書のもう１つの特長は，解説を付すにあたって「肢の

切り方」に重点をおいていることです。本書を学習するときには，

ぜひ「今読んでいる選択肢に集中し，その肢を切る」という意識を

もって取り組んでください。

　受験生の皆さんの宅建士本試験の合格をお祈り申し上げるととも

に，本書がその一助となることを切に願っております。

2018 年 12月

TAC宅建士講座

はしがき

　本書は，2018 年 11 月１日現在施行および 2019 年４月１日まで
に施行されることが判明している法令に基づいて執筆されています。
改正等に関する情報冊子『法律改正点レジュメ』を，次のようにWeb
登録によって，無料でご提供いたします。

【登録方法】  お手元に本書をご用意の上，インターネットの「情報会
員登録ページ」からご登録ください（要・パスワード）。

　　　　　 　
【登録用パスワード】  本書の裏表紙の一番下・右側に記載の13桁の数字

（例：000-0000-0000-00）
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１　一問一答式です
　左ページの問題文（＝肢）が，｢正しいか誤りか」を判断すること

のみに集中し，リズムよく学習を進めることができます。

２　問題文に下線あり

　これは，「○か×かを判断するためのカギとなる重要語句」です。

　おそらく，はじめのうちは，ご自分の意識が向けられる語句は下線部

とは一致しないかもしれません。それは，当該論点における重要語句に

目を奪われるからです。でも，○か×かを判断する決め手となる語句は，

意外なところに隠れているものです。

　本書を通して学習し，そしてくりかえし読むことによって，決め手を

見つけだす眼，嗅ぎわける鼻を，ぜひ養ってください。

３　×の肢について

　「どこがダメなのか」「どうなれば○なのか」を，解説の冒頭に明示して
あります。たとえば，

　　　　｢できない」→　できる

とある場合，問題文中の「できない」という語句がダメで，これを「で

きる」に置き換えると正しい肢になる，という具合です。

　正しい内容を理解しつつ，はっきりとした根拠をもって「肢を切る」，

問題 5 　制限行為能力者の取消しと第三者 重要度BB
　Ａ所有の土地が，ＡからＢ，ＢからＣへと売り渡され，移転登記も

完了している場合，Ａは，Ｂに土地を売ったとき未成年者で，かつ，

法定代理人の同意を得ていなかったので，その売買契約を取り消し

本書の利用方法および特長
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解答 1　×　「Ｂは，Ａとの間で締結した売買契約を取り消せば，
無効にできる」→Ａとの間で締結した売買契約は，

そもそも無効

　　　　意思無能力者が行った契約は，無効である（判例）。必ず

も自己 意思 行 たと えず 契約と 効力を認

理 解理 解
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この訓練をくりかえすことにより，ぜひ本試験にも自信をもって臨める

ようになってください。

　ただ，問題の性質上，語句を置き換えると日本語として成立しにくい

ものもあります。そのような問題については，「意味合い」として置き換

えるものとご理解ください。

４　 の肢について

　できるだけシンプルにすることを心がけました。問題文をそのまま覚

えておけばよいので，原則として簡潔に結論のみを解説してあります。

だからこそ一問一答ならではのリズムを維持することができるのです。

　もし万が一，内容が「わからない」「知らない」という肢があった場合

には，ご自分のテキスト・参考書に戻って，該当論点を再チェックして

ください。どこがわからなかったか，どこを覚えていなかったか，本書

を解くことにより明確にすることができます。もう忘れませんね。

５　 覚える 理 解 ひっかけ 比 較 について
　すべての問題を，４つに分類してそれぞれアイコンで示しました。

　　 覚える … ○の肢であれば問題文それ自体を，×の肢であれば解説
文それ自体を，知識として覚えておきましょう。

　　 理 解 … 重要な論点なので，なぜそうなるのか，その理由を理解
しておきましょう。

　　 ひっかけ … 一読しただけでは気づきにくいワナが仕掛けられていま
す。ひっかからないように気をつけましょう。

　　 比 較 … 似たようなほかの制度との比較をしながら，その違いを
中心に理解して覚えておきましょう。

６　 重要度AA 重要度BB 重要度CC について
　すべてがセレクトされた重要な肢ですが，より重点学習に役立つよう，

今年の出題可能性に応じてＡ（最重要）・Ｂ・Ｃのランクをつけました。
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解答 2　○　悪意でも，契約の解除はできるが，損害賠償請求は
できない

　　　　売買の目的物が全部他人の権利に属している場合，売主が比 較比 較
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問題 1 　意思無能力者 重要度BB
　Ａが自己所有の土地をＢに売却する場合において，買主Ｂが意思

無能力者であった場合，Ｂは，Ａとの間で締結した売買契約を取り

消せば，当該契約を無効にできる。

問題 2 　未成年者 重要度AA
　男は18歳に，女は16歳になれば婚姻することができるが，父母双

方がいる場合には，必ず父母双方の同意が必要である。

問題 3 　未成年者 重要度AA
　土地を売却すると，土地の管理義務を免れることになるので，婚

姻していない未成年者が土地を売却するに当たっては，その法定代

理人の同意は必要ない。

１ 制限行為能力者制度等１ 制限行為能力者制度等 ➡➡
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1　制限行為能力者制度等

解答 1　×　「Ｂは，Ａとの間で締結した売買契約を取り消せば，
無効にできる」→Ａとの間で締結した売買契約は，

そもそも無効

　　　　意思無能力者が行った契約は，無効である（判例）。必ず

しも自己の意思によって行ったとはいえず，契約としての効力を認

めるわけにいかないからだ。

解答 2　×　「必ず父母双方の同意が必要である」→一方の同意
だけで足りる

　　　　未成年者が婚姻をするには，父母の同意を得なければなら

ないが（民法737条１項），父母の一方が同意しないときは，他の一

方の同意だけで足りる（737条２項）。

解答 3　×　「管理義務を免れることになるので，…，法定代理
人の同意は必要ない」→管理義務を免れることにな

るが，…，法定代理人の同意は必要である

　　　　未成年者が婚姻をしたときは，これによって成年に達した

ものとみなされる（753条）。しかし，独身の未成年者が法律行為を

するには，原則として，その法定代理人の同意を得なければならな

い（５条１項）。

第１編 「民法等」
　➡➡Chap1Sec.2 （P.9～）

わか合
う

格
か

基本テキスト
第１編 「民法等」
　➡Chap1Sec.2 （P.9～）

わか合
う

格
か

基本テキスト

理 解理 解

覚える覚える

覚える覚える
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問題 4 　成年被後見人 重要度AA
　成年被後見人が第三者との間で建物の贈与を受ける契約をした場

合には，成年後見人は，当該法律行為を取り消すことができない。

問題 5 　成年被後見人 重要度BB
　成年後見人が，成年被後見人に代わって，成年被後見人が居住し

ている建物を売却する場合には，家庭裁判所の許可を要しない。

問題 6 　被保佐人 重要度AA
　被保佐人については，不動産を売却する場合だけではなく，日用

品を購入する場合も，保佐人の同意が必要である。
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解答 4　×　「取り消すことができない」→取り消すことができ
る

　　　　成年被後見人が行った法律行為は，原則として，取り消す

ことができる（９条）。たとえ，贈与契約のような，単に権利を得

る行為であっても，取り消すことができる。なお，成年後見人も取

り消すことができる（120条１項）。

解答 5　×　「家庭裁判所の許可を要しない」→家庭裁判所の許
可が必要である

　　　　成年後見人は，成年被後見人に代わって，その居住してい

る建物又はその敷地について，売却，賃貸，賃貸借の解除等をする

には，家庭裁判所の許可を得なければならない（859条の３）。居住

している建物の売却等により生活環境が変わると，成年被後見人は

大きな影響を受けるからである。

解答 6　×　「日用品の購入には，保佐人の同意が必要」→日用
品の購入には，保佐人の同意は不要

　　　　被保佐人が不動産の売却をするには，その保佐人の同意を

得なければならない（13条１項３号）。しかし，日用品の購入その

他日常生活に関する行為については，この限りではない（民法13条

１項ただし書）。

ひっかけひっかけ

覚える覚える

ひっかけひっかけ
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問題 7 　被補助人 重要度AA
　被補助人が法律行為を行うためには，常に補助人の同意が必要で

ある。

問題 8 　取消権の期間の制限 重要度BB
　Ａ所有の土地が，ＡからＢ，Ｂから善意無過失のＣへと売り渡さ

れ，移転登記もなされている場合，Ａが未成年者のときは，Ａは，

法定代理人の同意を得ずに契約をしていても，成年に達すれば，Ａ

Ｂ間の契約を取り消すことができなくなる。

問題 9 　相手方の催告権 重要度BB
　Ａ所有の不動産につき，Ａを売主，Ｂを買主とする売買契約が締

結されたが，Ａは未成年者であり，未成年後見人であるＣの同意を

事前に得ていなかった。この場合，Ｂは，Ｃに対し，１ヵ月以上の

期間内にＡの行為を追認するか否かを確答すべきことを催告するこ

とができ，当該期間内にＣが確答を発しなかった場合には，ＣはＡ

の行為を取り消したものとみなされる。
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解答 7　×　「常に補助人の同意が必要」→補助人の同意が必要
なことがある

　　　　被補助人が行う法律行為に関して，補助人の同意が必要な

場合は，特定の法律行為に関して補助人の同意を得なければならな

い旨の審判がなされたときだけである（17条１項）。したがって，

例えば，同意権付与の審判がなされている場合でも，特定の法律行

為以外の法律行為に関しては，補助人の同意は不要。

解答 8　×　「成年に達すれば」→成年に達してから５年間経て
ば

　　　　取消権は，追認をすることができるときから５年間行使し

ないと消滅する（126条）。追認ができるときとは，未成年者の場合

20歳になったときだから，Ａは，25歳までは取り消せる。

解答 9　×　「取り消したものとみなされる」→追認したものと
みなされる

　　　　未成年者Ａと取引した相手方Ｂは，Ａの法定代理人Ｃに対

して，１ヵ月以上の期間内に追認するか否かを確答するよう催告す

ることができるが，その期間内にＣが確答を発しなかった場合に

は，Ｃは，Ａの行為を追認したものとみなされる（20条２項・１

項）。

理 解理 解

覚える覚える

ひっかけひっかけ
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問題 10　詐術・被補助人 重要度AA
　被補助人が，補助人の同意を得なければならない行為について，

同意を得ていないにもかかわらず，詐術を用いて相手方に補助人の

同意を得たと信じさせていたときは，被補助人は当該行為を取り消

すことができない。
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解答 10　○　取り消すことができない
　　　　補助人の同意を得なければならない行為であって，その同

意（またはこれに代わる許可）を得ないで，被補助人がしたものは，

取り消すことができる（17条４項）。また，被補助人自身も取り消

すことができる（120条１項）。しかし，制限行為能力者が行為能力

者であることを信じさせるため詐術を用いたとき（同意権者の同意

を得たと偽ることも含まれる。判例）は，その行為を取り消すこと

ができない（21条）。

理 解理 解
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問題 1 　心裡留保 重要度AA
　Ａが，Ａ所有の土地をＢに売却する契約を締結したが，自分の真

意ではないと認識しながらＢに対する売却の意思表示を行った場

合で，ＢがそのＡの真意を知っていたとき，Ａは，売却の意思表示

の無効を主張できる。　

問題 2 　虚偽表示 重要度BB
　Ａ所有の甲土地についてのＡＢ間の売買契約が，ＡとＢとで意を

通じた仮装のものであったとしても，Ａの売買契約の動機が債権者

からの差押えを逃れるというものであることをＢが知っていた場

合には，ＡＢ間の売買契約は有効に成立する。

問題 3 　虚偽表示（対第三者） 重要度BB
　ＣはＢとの間で所有権がＡからＢに移転している旨が登記され

ている甲土地の売買契約を締結したが，ＡＢ間の所有権移転登記は

ＡとＢが通じてした仮装の売買契約に基づくものであった場合，Ｃ

がＡＢ間の売買契約が仮装であることを知らず，知らないことに無

過失であっても，Ｃが所有権移転登記を備えていなければ，Ａは所

有者であることをＣに対して主張できる。

➡➡２ 意思表示２ 意思表示
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解答 1　○　Ａは，無効を主張できる
　　　　心裡留保による意思表示は，相手方保護のため，原則有効

だが，相手方が悪意または有過失の場合は，無効となる（93条）。

解答 2　×　「ＡＢ間の売買契約は有効」→ＡＢ間の売買契約は
無効

　　　　ＡＢ間の売買契約は，ＡとＢとで意を通じた仮装のもので

あるから，通謀虚偽表示によって締結された契約であり，無効とな

る（94条１項）。このことは，Ａの売買契約の動機が債権者からの差

押えを逃れるというものであることをＢが知っていた場合でも同

様。

解答 3　×　「Ｃが所有権移転登記を備えていなければ，Ａは所
有者であることをＣに対して主張できる」→Ｃが所

有権移転登記を備えていなくとも，Ａは所有者であ

ることをＣに対して主張できない

　　　　虚偽表示の無効は，善意の第三者に対抗できない（94条２

項）。この第三者として保護されるのに，登記は不要だ（判例）。虚

偽表示をした者の帰責性が大きいからだ。なお，Ｃに過失があって

も，善意でありさえすれば同様（判例）。

第１編 「民法等」
　➡➡Chap1Sec.3 （P.19～），Chap1Sec.2 （P.9～）

わか合
う

格
か

基本テキスト
第１編 「民法等」
　➡Chap1Sec.3 （P.19～），Chap1Sec.2 （P.9～）

わか合
う

格
か

基本テキスト

理 解理 解

ひっかけひっかけ

理 解理 解
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問題 4 　錯誤（動機の錯誤） 重要度AA
　Ａ所有の甲土地につき，ＡとＢとの間で売買契約が締結された場

合において，Ｂは，甲土地は将来地価が高騰すると勝手に思い込ん

で売買契約を締結したところ，実際には高騰しなかったとき，動機

の錯誤を理由に本件売買契約を取り消すことができる。

問題 5 　錯誤（無効の主張権者） 重要度AA
　ＡがＢに対し土地の売却の意思表示をしたが，その意思表示が錯

誤を理由として無効となる場合，意思表示者であるＡがその錯誤を

認めていないときでも，Ｂはこの売却の意思表示の無効を主張でき

る。

問題 6 　強迫（対第三者） 重要度AA
　Ａ所有の甲土地につき，ＡとＢとの間で売買契約が締結された場

合において，ＢがＣに甲土地を転売した後に，ＡがＢの強迫を理由

にＡＢ間の売買契約を取り消したときには，ＣがＢによる強迫につ

き知らなかったとしても，ＡはＣから甲土地を取り戻すことができ

る。
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解答 4　×　「取り消すことができる」→取り消すことはできない
　　　　動機の錯誤については，無効を主張される相手方保護の観

点から，動機が明示または黙示に意思表示の内容として表示され，

それが要素の錯誤に関するときは，意思表示は無効となるとされて

いる（95条本文，判例）。取消しではない。なお，Ｂは，甲土地は

将来地価が高騰すると「勝手に思い込んで」売買契約を締結してい

ることから，表示がないものと解され，また，重過失があるものと

も解されることから，その無効を主張することもできない（95条た

だし書き）。

解答 5　×　「Ｂはこの売却の意思表示の無効を主張できる」→
Ｂはこの売却の意思表示の無効を主張できない

　　　　錯誤による意思表示が無効とされるのは，錯誤によって意

思表示をした表意者を保護するためである。したがって，表意者で

あるＡがその錯誤を認めていないときは，相手方のＢが表意者Ａの

意思に反して無効主張することはできない（判例）。

解答 6　○　Ａは，Ｃから甲土地を取り戻すことができる
　　　　強迫による取消しは，善意の第三者にも対抗できる（96条

３項反対解釈）。強迫された者の方を，より保護しているのだ。

理 解理 解

理 解理 解

覚える覚える
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問題 7 　第三者の強迫 重要度AA
　Ａ所有の甲土地についてのＡＢ間の売買契約において，Ａが第三

者Ｃの強迫によりＢとの間で売買契約を締結した場合，Ｂがその強

迫の事実を知っていたか否かにかかわらず，ＡはＡＢ間の売買契約

に関する意思表示を取り消すことができる。

問題 8 　法定追認 重要度CC
　Ａが，Ｂの欺罔

もう

行為によって，Ａ所有の建物をＣに売却する契約

をした場合，Ａは，詐欺に気が付いていたが，契約に基づき，異議

をとどめることなく所有権移転登記手続をし，代金を請求していた

ときは，詐欺による取消しをすることはできない。
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解答 7　○　Ｂがその強迫の事実を知っていたか否かにかかわら
ず，Ａは，取り消すことができる

　　　　第三者による強迫の場合，表意者は，相手方が善意の場合

でも取り消すことができる（96条１項，96条２項の反対解釈）。強

迫の場合は，詐欺と異なって，脅された人に落ち度がないのが普通

だからである。

解答 8　○　Ａは，取消しをすることはできない
　　　　追認権を有する者が，追認できるときから，異議をとどめ

ることなく，追認したと思わせるような行為（たとえば，債務を履

行したり，相手方の履行を請求するなど）をしたときは，追認をし

たものとみなされる（法定追認，125条）。Ａの行為は，法定追認と

認められるから，Ａは，取り消すことはできない。

比 較比 較

理 解理 解
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